
晦  

介護報酬単位の見直し案  

制 定 案  

○厚生労働大臣が定める特別療養費に係る指導管理等及び単位数（仮称）   

特別療養費に係る指導管理等及び単位数表   

1 感染対策指導管理（1日につき）  5単位   

注 別に厚生労働大臣が定める基準を満たす指定短期入所療養介護事  
業所（指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基  
準（平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス基準」とい  

う。）第142条第1項に規定する指定短期入所療養介護事業所をいい、  

介護老人保健施設であるものに限る。以下同じ。）、介護老人保健施  

設（介護保険法（平成9年法律第123号。以下「法」という。）第8  
条第25項に規定する介護老人保健施設をいう。以下同じ。）又は指  

定介護予防短期入所療養介護事業所（指定介護予防サービス等の事  
業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護  
予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成18年厚生労働  
省令第35号。以下「介護予防サービス基準」という。）第187条第1  

項に規定する指定介護予防短期入所療養介護事業所をいい、介護老  
人保健施設であるものに限る。以下同じ。）において、常時感染防  
止対策を行う場合に、指定短期入所療養介護（指定居宅サービス基  

準第141条に規定する指定短期入所療養介護をいう。以下同じ。）、  

介護保健施設サービス（法第8条第25項に規定する介護保健施設サ  

ービスをいう。以下同じ。）又は介護予防指定短期入所療養介護（介  

護予防サービス基準第186条に規定する指定介護予防短期入所療養介  
護をいう。以下同じ。）を受けている利用者又は入所者について、  

所定単位数を算定する。  

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。   

○ メチシリン耐性黄色ブドウ球菌等の感染を防止するにつき十分  
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な設備を有していること。  

○ メチシリン耐性黄色ブドウ球菌等の感染を防止するにつき十分   
な体制が整備されていること。  

じょくそう  
2 祷療対策指導管理（1日につき）  5単位   

注 別に厚生労働大臣が定める基準を満たす指定短期入所療養介護事   

業所、介護老人俸揮葬設革は指定介護予防短期入所療養介護事業所  

において、常時裾瘡対策を行う場合に、指定短期入所療養介護、介   
護保健施設サービス又は指定介護予防短期入所療養介護を受けてい  
る利用者又は入所者（日常生活の自立度が低い者に限る。）につい  

て、所定単位数を算定する。  

3 初期入所診療管理  250単位   

注 介護老人保健施設において、別に厚生労働大臣が定める基準に従  

い、入所者に対して、その入所に際して医師が必要な診察、検査等  
を行い、診療方針を定めて文書で説明を行った場合に、入所中1回   

（診療方針に重要な変更があった場合にあっては、2回）を限度と  
して所定単位数を算定する。  

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。   
○ 医師、看護師等の共同により策定された診療計画であること。   

○ 病名、症状、予定される検査及びリハビリテーションの内容及  
びその日程その他入所に関し必要な事項が記載された総合的な診  
療計画であること。   

○ 当該診療計画が入所した日から起算して2週間以内に、入所者  
に対し文書により交付され説明がなされるものであること。   

重度療養管理（1日につき）  120単位  

注 指定短期入所療養介護事業所又は介護老人保健施設において、指   

定短期入所療養介護又は介護保健施設サービスを受けている利用者   
又は入所者（要介護4又は要介護5に該当する者に限る。）であっ   
て別に厚生労働大臣が定める状態にあるものに対して、計画的な医  
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学的管理を継続して行い、かつ、療養上必要な処置を行った場合に、  

所定単位数を算定する。  

※ 別に厚生労働大臣が定める状態の内容は次のとおり。  
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（昭和25年厚生省令第15号）別表第5号に掲げる身体障害者障  
害程度等級表の4級以上に該当し、かつ、ストーマの処置を実  

施している状態  

5 特定施設管理（1日につき）  250単位   

注1 指定短期入所療養介護事業所、介護老人保健施設又は指定介護  
予防短期入所療養介護事業所において、後天性免疫不全症候群の  
病原体に感染している利用者又は入所者に対して、指定短期入所  
療養介護、介護保健施設サービス又は指定介護予防短期入所療養  
介護を行う場合に、所定単位数を算定する。  

2 個室又は2人部屋において、後天性免疫不全症候群の病原体に  

感染している利用者又は入所者に対して、指定短期入所療養介護、  
介護保健施設サービス又は指定介護予防短期入所療養介護を行う  
場合は、所定単位数に個室の場合にあっては1日につき300単位、  

2人部寮の場合にあっては1日につき150単位を加算する0  
6 重症皮膚潰癌管理指導（1日につき）  18単位   

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都   

道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所、介護老人保健   
施設又は指定介護予防短期入所療養介護事業所において、指定短期   
入所療養介護、介護保健施設サービス又は指定介護予防短期入所療   
養介護を受けている利用者又は入所者であって重症皮膚潰瘍を有し  
ているものに対して、計画的な医学的管理を継続して行い、かつ、   
療養上必要な指導を行った場合に、所定単位数を算定する。  
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かいよう  
成外科の担当経験のある医師が重症皮膚潰瘍管理を行っているこ  

と。  かいよう  
○ 重症皮膚潰瘍管理を行うにつき必要な器械及び器具が具備され   

ていること。   

7 薬剤管理指導  350単位   

注1 指定短期入所療養介護事業所、介護老人保健施設又は指定介護  
予防短期入所療養介護事業所であって、別に厚生労働大臣が定め  
る施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出たも  
のにおいて、指定短期入所療養介護、介護保健施設サービス又は  

指定介護予防短期入所療養介護を受けている利用者又は入所者に  
対して、投薬又は注射及び薬学的管理指導を行った場合に、週1  

回G限り、月に4回を限度として所定単位数を算定する0  
2 療病緩和のために別に厚生労働大臣が定める特別な薬剤の投薬  
又は注射が行われている利用者に対して、当該薬剤の使用に関す  
る必要な薬学的管理指導を行った場合は、1回につき所定単位数  
に50単位を加算する。  

※ 別に厚生労働大臣が定める施設基準の内容は次のとおり。   

イ 薬剤管理指導を行うにつき必要な薬剤師が配置されていること。   
ロ 薬剤管理指導を行うにつき必要な医薬品情報の収集及び伝達を  

行うための専用施設を有していること。   

ハ 利用又は入所中の利用者又は入所者に対し、利用者又は入所者  
ごとに適切な薬学的管理（副作用に関する状況の把握を含む。）  

を行い、薬剤師による服薬指導を行っていること。  
※ 別に厚生労働大臣が定める特別な薬剤の内容は次のとおり。   

○ 麻薬及び向精神薬取締法（昭和28年法律第14号）第2条第一号  
に規定する麻薬   

医学情報提供  250単位  

注 指定短期入所療養介護事業所、介護老人保健施設又は指定介護予   
防短期入所療養介護事業所が、指定短期入所療養介護、介護保健施   
設サービス又は指定介護予防短期入所療養介護を受けている利用者   
又は入所者の退所時に、診療に基づき、病院又は診療所での診療の   
必要を認め、病院又は診療所に対して、当該利用者又は入所者の同  
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意を得て、当該利用者又は入所者の診療状況を示す文書を添えて当   

該利用者又は入所者の紹介を行った場合に、所定単位数を算定する。  
9 リハビリテーション指導管理（1日につき）  10単位   

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都   
道府県知事に届け出た介護老人保健施設については、所定単位数を  
算定する。  

※ 別に厚生労働大臣が定める施設基準の内容は次のとおり。   
○ 常勤専従の理学療法士又は作業療法士が1人以上配置されてい  

ること。  

10 言語聴覚療法（1回につき）  180単位   

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして  

都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所、介護老人  
保健施設又は指定介護予防短期入所療養介護事業所において、指  
定短期入所療養介護、介護保健施設サービス又は指定介護予防短  
期入所療養介護を受けている利用者又は入所者に対して、言語聴  
覚療法を個別に行った場合に、所定単位数を算定する。  

2 言語聴覚療法については、利用者又は入所者1人につき1日3  
回に限り算定するものとし、その利用を開始又は入所した日から  
起算して4月を超えた期間において、1月に合計11回以上行った  
場合は、11回目以降のものについては、所定単位数の100分の70に  
相当する単位数を算定する。  

3 指定短期入所療養介護事業所、介護老人保健施設又は指定介護  

予防短期入所療養介護事業所において、専従する常勤の言語聴覚  
士を2名以上配置して言語聴覚療法を行った場合に、1回につき3  
5単位を所定単位数に加算する。  

※ 別に厚生労働大臣が定める施設基準の内容は次のとおり。   
○ 言語聴覚士が適切に配置されていること。   

○ 利用者又は入所者の数が言語聴覚士の数に対し適切なものであ  
ること。   

○ 当該療法を行うにつき十分な専用施設を有していること。   
○ 当該療法を行うにつき必要な器械及び器具が具備されているこ  

と。  
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11摂食機能療法（1日につき）  185単位   

注 指定短期入所療養介護事業所、介護老人保健施設又は指定介護予  

防短期入所療養介護事業所において、指定短期入所療養介護、介護  

保健施設サービス又は指定介護予防短期入所療養介護を受けている  
利用者又は入所者であって摂食機能障害を有するものに対して、摂  
食機能療法を30分以上行った場合に、1月に4回を限度として所定  

単位数を算定する。  

12 精神科作業療法（1日につき）  220単位   

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都  

道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所、介護老人保健  
施設又は指定介護予防短期入所療養介護事業所において、指定短期  
入所療養介護、介護保健施設サービス又は指定介護予防短期入所療  
養介護を受けている利用者又は入所者に対して、精神科作業療法を  
行った場合に、所定単位数を算定する。  

※ 別に厚生労働大臣が定める施設基準の内容は次のとおり。   

○ 作業療法士が適切に配置されていること。   

○ 利用者又は入所者の数が作業療法士の数に対し適切なものであ  
ること。   

○ 当該作業療法を行うにつき十分な専用施設を有していること。  

13 認知症入所精神療法（1週間につき）  330単位   

注 指定短期入所療養介護事業所、介護老人保健施設又は指定介護予  

防短期入所療養介護事業所において、指定短期入所療養介護、介護  

保健施設サービス又は指定介護予防短期入所療養介護を受けている  
利用者又は入所者に対して、認知症老人入所精神療法を行った場合  

に、所定単位数を算定する。  
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指定基準の見直し案  

1．介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準  

療養病床から転換した介護老人保健施設における緩和  

○ 現行の経過措置が終了する平成24年4月以降についても、療   

養病床から転換した介護老人保健施設の当該転換に係る療養室   

（平成18年7月1日以後に新築又は大規模な改修等の工事に   

着手した療養室を除く。）は、次の新築又は大規模な改修等を行   

うまでの間に限り、引き続き、経過措置（6．4n了以上／床）を   

認める。  

○ 療養病床から転換した介護老人保健施設において、  

建物の耐火構造に係る基準  

建物内の直通階段及びエレベーターの設置に係る基準   

については、転換前の病院又は診療所の基準と同様でよいこと   

とする経過措置を創設する。  

サテライト型施設に係る基準の緩和等  

○ サテライト型小規模介護老人保健施設の本体施設について、従   

来の介護老人保健施設に加え、病院又は診療所を認めることとす   

る。  
■   

○ サテライト型／ト規模介護老人保健施設は、本体施設が病院又は   

診療所である場合にあっても、当該本体施設の職員により当該サ   

テライト型小規模介護老人保健施設の入所者の処遇が適切に行   

われると認められる場合は、当該サテライト型小規模介護老人保   

健施設に医師、栄養士又は介護支援専門員を配置しないことがで   

きることとする。   



○ 介護老人保健施設の管理者が、当該介護老人保健施設を本体施   

設とするサテライト型の指定地域密着型介護老人福祉施設又は   

サテライト型の指定地域密着型特定施設の職務を兼務すること   

ができるものとする。  

小規模介護老人保健施設における基準の緩和等  

○ 医療機関併設型小規模介護老人保健施設の人員に関する基準   

について、支援相談員又は介護支援専門員は、当該医療機関併   

設型小規模介護老人保健施設の実情に応じた適当数でよいこと   

とする。，  

2．指定地域密着型サービスの事業の人員、青柳る基   

準  

サテライト型施設に係る基準の緩和等  

○ 指定地域密着型特定施設について、介護老人保健施設又は病院   

若しくは診療所を本体施設とするサテライト型を創設すること   

とする。，  

○ サテライト型の指定地域密着型特定施設は、本体施設の職員に   

より当該サテライト型の指定地域密着型特定施設の入居者の処   

遇が適切に行われると認められる場合は、以下の表の左欄に掲げ   

る本体施設の区分に応じ、以下の表の右欄に掲げる職員を配置し   

ないことができることとする。  

施設   配置しないことができる職員   

保健施設   機能訓練指導員、計画作成担当者又は生活相談員   

ま診療所   計画作成担当者   

○ サテライト型の指定地域密着型特定施設の管理者が、当該サテ   

ライト型の指定地域密着型特定施設の本体施設の職務（本体施設   

が病院又は診療所の場合は、管理者としての職務を除く。）を兼   

務することができるものとする。   



○ 指定地域密着型特定施設における看護職員及び介護職員のう   

ち、それぞれ1名以上は常勤でなければならない。ただし、サ   

テライト型の指定地域密着型特定施設については、それぞれ常   

勤換算方法で1名以上でよいこととする。  

○ サテライト型の指定地域密着型介護老人福祉施設の本体施設   

について、従来の指定介護老人福祉施設に加え、介護老人保健施   

設又は病院若しくは診療所を認めることとする。  

○ サテライト型の指定地域密着型介護老人福祉施設は、本体施設   

が介護老人保健施設又は病院若しくは診療所である場合にあっ   

ても、当該本体施設の職員により当該サテライト型の指定地域密   

着型介護老人福祉施設の入所者の処遇が適切に行われると認め   

られる場合は、以下の表の左欄に掲げる本体施設の区分に応じ、   

以下の表の右欄に掲げる職員を配置しないことができることと   

する。  

施設   配置しないことができる職員   

保健施設   医師、機能訓練指導員、栄養士、  

介護支援専門員又は生活相談員   

主二診療所   医師、栄養士又は介護支援専門員   

○ サテライト型の指定地域密着型介護老人福祉施設の管理者が、   

当該サテライト型の指定地域密着型介護老人福祉施設の本体施   

設の職務（本体施設が病院又は診療所の場合は、管理者としての   

職務を除く。）を兼務することができるものとする。  

3．指定介‾護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準  

○ ユニット型経過型の指定介護療養型医療施設については、廊下幅   

の基準を、内法1．2m以上（両側に病室がある場合、内法1．6   

m以上）とする。   




